






○ 本ガイドライン案は、いわゆる正規雇⽤労働者（無期雇⽤フルタイム労働者）と非正規雇⽤労働者
（有期雇⽤労働者・パートタイム労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる
待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを⽰したものである。こ
の際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形
で具体例を付した。なお、具体例として整理されていない事例については、各社の労使で個別具体
の事情に応じて議論していくことが望まれる。
○ 今後、本ガイドライン案については、関係者の意⾒や国会審議を踏まえて、最終的に
確定する。
（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

給与明細書

基本給
円

役職手当
円

通勤手当
円

賞与
円

時間外手当
円

深夜出勤手当
円

休日出勤手当
円

家族手当
円

住宅手当
円

「①職業経験・能⼒に応じて」、「②業績・成果に応じて」、
「③勤続年数に応じて」⽀給しようとする場合は、①、②、③
に応じた部分について、同⼀であれば同⼀の⽀給を求め、⼀定
の違いがあった場合には、その相違に応じた⽀給を求めている。
無期雇⽤フルタイム労働者と有期雇⽤労働者・パートタイム

労働者の賃⾦の決定基準・ルールの違いがあるときは、「将来
の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的説明では足り
ず、賃⾦の決定基準・ルールの違いについて、職務内容、職務
内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態
に照らして不合理なものであってはならない。

役職の内容、責任の範囲・程度に対して⽀給しようとする場
合、無期雇⽤フルタイム労働者と同⼀の役職･責任に就く有期
雇⽤労働者・パートタイム労働者には、同⼀の⽀給をしなけれ
ばならない。
また、役職の内容、責任に⼀定の違いがある場合においては、

その相違に応じた⽀給をしなければならない。
※ 同様の⼿当…特殊作業⼿当（同様の作業の場合）

特殊勤務⼿当（同様の勤務の場合）
精皆勤⼿当（同⼀の業務内容の場合）

有期雇⽤労働者・パートタイム労働者には無期雇⽤フルタイ
ム労働者と同⼀の⽀給をしなければならない。
※ 同様の⼿当…単身赴任⼿当（同⼀の⽀給要件を満たす場合）

賞与について、会社の業績等への貢献に応じて⽀給しようと
する場合、無期雇⽤フルタイム労働者と同⼀の貢献である有期
雇⽤労働者・パートタイム労働者には、貢献に応じた部分につ
き、同⼀の⽀給をしなければならない。また、貢献に⼀定の違
いがある場合においては、その相違に応じた⽀給をしなければ
ならない。

無期雇⽤フルタイム労働者と同⼀の時間外、休⽇、深夜労働を⾏った有期雇⽤労働者・パート
タイム労働者には、同⼀の割増率等で⽀給をしなければならない。

家族⼿当、住宅⼿当
等はガイドライン案に
は⽰されていないが、
均衡・均等待遇の対象
となっており、各社の
労使で個別具体の事情
に応じて議論していく
ことが望まれる。

「同⼀労働同⼀賃⾦ガイドライン案」の概要

基 本 給

役職手当等

通勤手当等

賞 与

時間外手当等

家族手当・住宅手当等
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【改正前→改正後】○：説明義務の規定あり ×：説明義務の規定なし

パート 有期 派遣
待遇内容（※） ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇決定に際しての考慮事項 ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇差の内容・理由 × → ○ × → ○ × → ○

② 労働者に対する、待遇に関する説明義務を強化します

➊ 有期雇用労働者に対し、本人の待遇内容及び待遇決定に際しての考
慮事項に関する説明義務を創設。

➋ パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、事業
主に正規雇⽤労働者との待遇差の内容・理由等の説明義務（求めた
場合）を創設。

➌ 説明を求めた場合の不利益取扱い禁⽌を創設。
★ 改正によって、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や
理由」についても説明を受けられるようになります。

１

２

３説明を求めた場合の不利益取扱いを禁⽌

事業主が労働者に対して説明しなければならない内容を、パート・有期・派遣で
統⼀的に整備します。

※賃⾦、福利厚⽣、教育訓練など

③ ⾏政による事業主への助⾔・指導等や
裁判外紛争解決手続(⾏政ＡＤＲ)※の規定を整備します

※ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する⼿続きのことをいいます。

⾏政による助⾔・指導等や⾏政ＡＤＲの規定をパート・有期・派遣で統⼀的に
整備します。

● 有期雇用労働者・派遣労働者について、⾏政による裁判外紛
争解決⼿続（⾏政ADR）の根拠規定を整備。

★ 改正によって、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明
についても、⾏政ＡＤＲの対象となります（無料）。

【改正前→改正後】○：規定あり △：部分的に規定あり ×：規定なし
（均衡待遇は対象外)

パート 有期 派遣

⾏政による助⾔・指導等 ○ → ○ × → ○ ○ → ○
⾏政ADR △ → ○ × → ○ × → ○
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千代田区飯田橋3-10-3 （３２６５） 千代田区、中央区、新宿区、
東京しごとセンター９階 ６１１０ 渋谷区、中野区、杉並区、島しょ

品川区大崎1-11-1 （３４９５） 港区、品川区、目黒区、大田区、
ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ２階 ６１１０ 世田谷区

（５９５４） 文京区、豊島区、北区、荒川区、
６１１０ 板橋区、練馬区

江東区亀戸2-19-1 （３６３７） 台東区、墨田区、江東区、足立区、
カメリアプラザ７階 ６１１０ 葛飾区、江戸川区

立川市、武蔵野市、三鷹市、
青梅市、昭島市、小金井市、

０４２ 小平市、東村山市、国分寺市、
（３２１） 国立市、福生市、東大和市、
６１１０ 清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、

羽村市、あきる野市、西東京市、
西多摩郡

０４２ 八王子市、府中市、調布市、
（６４５） 町田市、日野市、狛江市、多摩市、
６１１０ 稲城市

所在地
来所予約

電話
担当区域（会社所在地）窓口 夜間

火曜

木曜

火曜

月曜
金曜

水曜

月曜

池袋事務所

大崎事務所

豊島区東池袋4-23-9

亀戸事務所

八王子市明神町3-5-1

国分寺市南町3-22-10

労働相談情報
センター(飯田橋)

国 分 寺
事 務 所

八 王 子
事 務 所

【「働き方改革関連法」に関する国（厚生労働省）の問い合わせ先】
■ 労働基準法の改正に関するお問い合わせ

東京労働局労働基準部監督課 （ＴＥＬ）０３－３５１２－１６１２
千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎１３階

■ 労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局労働基準部健康課 （ＴＥＬ）０３－３５１２－１６１６
千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎１３階

■ 労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局雇用環境・均等部指導課 （ＴＥＬ）０３－６８６７－０２１１
千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎１４階

■ パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ
東京労働局雇用環境・均等部指導課 （ＴＥＬ）０３－３５１２－１６１１

千代田区九段南１－２－１ 九段第三合同庁舎１４階
■ 労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ
東京労働局需給調整事業部需給調整事業第一課（ＴＥＬ）０３－３４５２－１４７５

港区海岸３－９－４５ 東京労働局海岸庁舎２階・３階

東京都労働相談情報センター
労働問題全般に関するご相談に応じています。相談無料。秘密厳守。

■電話相談

■来所相談（予約制）

■夜間来所相談（予約制） ■土曜来所相談（予約制）
各事務所が担当曜日に午後８時まで実施しています。 飯田橋で午前９時～午後５時まで実施しています。

（祝日及び12月29日～1月3日は除く。） （祝日及び12月28日～1月4日は除く。）

東京都ろうどう１１０番 ０５７０－００－６１１０

月～金曜日：午前９時～午後８時
（祝日及び12月29日～１月３日を除く。）

土曜日：午前９時～午後５時
（祝日及び12月28日～１月４日を除く。）

（発行）東京都産業労働局雇用就業部労働環境課　TEL 03(5320)4650

登録番号 (30)141　平成 30 年 10 月発行


